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平成２７年度第３回三重県後期高齢者医療広域連合運営協議会議事概要 

 

開催日時  平成２８年２月１６日（火）１３：３０～１４：３０ 

開催場所  三重県自治会館 ４階 第２・第３研修室 

出席者等  〔委  員〕 早川委員（会長）、海野委員、森下委員、門野委員、竹鼻委員 

中村委員、大杉委員、渡邉委員、志田委員、真柄委員、中桐委員 

 中尾委員 

（欠席委員）河内委員、谷川原委員、豊島委員、湯浅委員 

       〔広域連合〕  田邊事務局長、浦出会計管理者、佐脇参事兼総務企画課長 

山本事業課長、松田事業課主幹、大石総務企画課主幹 

加藤総務企画課主幹、森事業課兼総務企画課副主幹 

馬渕総務企画課主査、多田事業課副主査 

 

○事務局長あいさつ 

○会長あいさつ 

 

〔 議 事 要 旨 〕 

 

【前回の運営協議会における協議事項について（報告）】 

（１）重複・頻回受診者の保健指導について 

 

早川会長 

 前回の運営協議会における協議事項「重複・頻回受診者の保健指導について」、事務局に説明を求

めます。 

 

事務局 

 訪問指導事業につきましては、いろいろと御心配や御助言等をいただき、ありがとうございます。

前回も、民間業者に任せてはトラブルが発生するですとか、１市町４０人程度なら対応ができるので

はないか、などのお話をいただきました。また、皆様の質問に個々にお答えする形で情報を小出しに

するのではなく、具体的な情報を出してきちんと説明をするようにとのお話もいただきました。本日

は改めて事務局内で実施方針を整理し直しましたので、平成２８年度の進め方について資料を基に御

説明をさせていただきたいと思います。 

 資料１をご覧ください。この重複・頻回受診者訪問保健指導事業は、受診行動の適正化と被保険者

の健康保持増進を目的としたものでございます。これまでは重複受診者だけを広域連合の担当者が手

作業で絞り込み、市町で保健指導を実施してきましたが、対応件数が限られることもございますし、

国からは頻回受診者に対しても指導を行うよう、再三に渡って指導を受けました。本年度、対象者を

抽出し名簿を作成するためのプログラム開発を行いました。各市町が策定しますデータヘルス計画の

中で、今後、国民健康保険等でもこのような重複頻回の訪問指導を実施するケースが想定されますの

で、作成した名簿を活用しまして市町と連携を取りながら、広域連合の訪問指導も進めて参りたいと

考えております。 
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 対象者の条件は厚労省が示すものと同一でございまして、重複受診は３箇所以上の医療機関に連続

３か月の受診を、頻回受診は同一医療機関を１５回以上３か月連続の受診を基準に抽出をし、委員か

ら御指摘いただいた癌や透析、認知症などを市町とも協議しまして除外しております。難病は抽出に

工夫が必要ですので、２８年度にプログラムを修正して対応する予定をしています。該当者は重複受

診で１０件程度、頻回受診で１，０００件程度です。また、重複服薬についても検討をして行きたい

と考えております。 

 次に訪問指導に当たりましては、極力市町の職員で実施できるように協議、検討しているところで

すが、市町の専門職が少ないことから、一部、外部業者を活用する部分は出てくるかと思われます。 

事業内容は、広域連合が候補者を抽出し、その名簿を市町へ配付、訪問対象者を選考した後、協力い

ただける方だけに対して訪問指導を行う流れになります。 

 また費用は、先ほど申しました難病患者や重複服薬への対応などのプログラム開発費用に加え、万

が一外部へ委託する場合の費用を含め、合計４９２万１，０００円を見込んでおります。 

 最後に、今後の取組み等でございますが、本年度は、現状のプログラムで抽出しました候補者名簿

を市町へ配付いたしました。２８年度につきましては、市町で訪問指導ができますように、実現可能

な方法を市町と一緒に検討して参りたいと考えております。 

 その進捗につきましては、今後のこの会議の場で、できるだけ具体的に情報をお出しし、御助言・

御指導をいただけるよう努めて参りますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 以上で御説明を終わらせていただきます。 

 

早川会長 

 ただいま事務局から説明のありました件について、前回、中村委員、志田委員から貴重な御意見を

いただいていたかと思います。各委員の方、御質問、御意見等がございましたら御発言をお願いしま

す。 

 

中村委員 

 癌、透析の患者を除外することはわかるが、認知症、精神疾患を除外項目にあげた理由はどこにあ

るのですか。 

 

事務局 

 認知症や精神疾患の方は、各市町が指導する上で指導がしにくいと聞いておりますので、市町から

除外するよう要望が出ていました。 

 

中村委員 

 指導する内容が十分わかっていただけない、理解していただけないという意味はわかるのですが、

本来の目的は違うわけでしょう。適正化の話でしょう。なのにそういうことだから、除いていいので

すか。やりにくいから。そういう問題ですかということです。 

 

事務局 

 現状では市町から要望が出ておりましたので除外させていただいておりますが、もう一度、市町と

検討させていただきたいと思います。 
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志田委員 

 教えていただきたいのですが、運営検討会議というのは具体的にどのような会議なのか。いつごろ

なのかといった予定がもし決まっていましたら教えてください。 

 

事務局 

 運営検討会議につきましては、各構成市町の担当課長様に御出席いただいている会議でございまし

て、年間４回ほど行っております。 

 

志田委員 

 ありがとうございました。 

 

大杉委員 

 過去の事務局の答弁の中で、三重県で頻回受診者が１，０００件出てきているが、三重県内の各市

町に平均的にあるわけではなく、ある市町においては１、２件、多い市町では２００件くらいあると

のこと。そのときに全体的に一元化してするのかといったときに、どこか選択的にされるという話が

ありましたが、この辺がどうなっているかということ。それともうひとつ大きいのは後期高齢者だけ

で考えるのではなくて、前回もあったと思いますが、市町村国保の中で委託事業で成功している例も

あるといったことを委員から言われたことがあったと思いますが、市町国保との連携というのはどう

なのでしょうか。基本的には、最初のシミュレーションの中で地域の方々をわかっている方が行かな

ければ、なかなかそういうことはできないという話もあったと思うのですが、ここら辺を含めて国保

の市町の大きい母体の方との連携とかで運営検討会議があるのかなと考えたのですが、ここら辺の状

況はどうでしょうか。それと後期高齢者で始めるのではなくて、現状三重県における市町国保でこう

いうことが行われて、どういう実績が上がっているのかということをお示しいただければと思います。 

 

事務局 

 広域連合として実施する上で、全市町で一斉に実施させていただけるとありがたいのですが、なか

なかそれだけ足並みがそろうかわかりませんので、とりあえず声かけのできるところから始めるとい

うやり方もあると思います。その辺を含めまして２８年度からまた新たに整理していきたいと考えて

おります。今年度委託をして事業を実施している市町がございますが、具体的に確認させていただい

たのですが、まだ実績として話していただけるほどのものがないようでございますので、市町の事業

は３月末いっぱいということですので、３月末まで待ってその辺を再度確認させていただき、実績の

部分についてはお出しさせていただけたらと思います。 

 

中桐委員 

 保健師が保健指導を時間外で行った場合、時間外はどのように考えればよいのでしょうか。 

 

事務局 

 御質問の件ですが、市町が抱えている常勤保健師さんについて、基本的に厚労省は市町職員の人件

費を補助しないということになっています。時間外を問わず補助しないという方向なのですが、これ
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について各広域連合では厚労省に対して要望を出しています。別途外部の保健師を雇うのかという話

になりますので、そうではないでしょうということで要望を出しています。 

 大杉委員からありました国保との関連ですが、国保では四日市市や津市で実際に事業に取りかかっ

ている実情があります。各担当課長とも、各地域の特性、ニーズがありますから、これにそって国保

と連携していきたいという意向は伝えてあります。今後具体的な内容を詰めさせていただいて住民の

代表の皆様にもお伝えできればと考えております。 

 

中村委員 

 結構な事業になると思うのですが、重複受診、頻回受診の保健指導について、シミュレーションさ

れて、どれくらいの費用対効果があるのか。これだけのお金をかけてやる必要があるのかどうか。厚

労省の指導があるかもしれないが、どれだけの効果があるのか。効果がなければやらなくてもよいの

ではないか。 

 

事務局 

 費用対効果について、中村委員からの御質問ですが、東海北陸６県の広域連合事務局長会議の中で、

実際にされた広域連合のお話を聞くと、費用については数百万円単位で減ったといいながら、現実に

は委託とかをしていますと費用対効果はほとんどないというのが実情だと考えます。ただ、メンタル

面でのケアというか、御相談に乗るといった面でメリットはあると考えておりますので、そういう意

味でもそれぞれの地域のニーズ、被保険者のニーズにあったやり方でさせていただく部分があるのか

なというふうに考えております。 

 

早川会長 

 他に何かございませんか。 

 ないようですので、この件につきましては以上で終了します。各委員からの意見が事業を推進して

いく上で生かされますようお願いします。 

 

【協議事項】 

（１）後期高齢者医療保険料の改定について 

 

早川会長 

 それでは、協議事項に入ります。協議事項の「（１）後期高齢者医療保険料の改定について」事務

局の説明を求めます。 

 

事務局 

 保険料改定の概要を御説明いたします。資料２の１頁をご覧ください。保険料は２年ごとに見直し

を行いますが、平成２８・２９年度の保険料は、均等割額が４３，８７０円で現行から８２０円の上

昇となります。所得割率は９．０６％で、同じく０．７６ポイントの上昇。１人当たり保険料は年間

５８，３７８円で、同じく９４６円の上昇です。この数字を２月２６日予定の広域連合議会へ提出し、

正式に決定されることになります。従いまして、本日御案内します保険料の数値につきましては、議

会終了までは公表されませんよう御協力お願いいたします。 
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 次に主な伸び率を御説明します。平成２６・２７年度に比べ、平成２８・２９年度の２年間では、

被保険者数は５．５２％、１人当たり医療給付費は３．７５％増加する見込みです。また、後期高齢

者負担率は、２年ごとに国が決めますが、次の２年間は１０．９９％で、これは医療費総額のうち自

己負担額を除いた残りの分の１０．９９％を被保険者が保険料として負担することを意味しています。

また、年金等所得額の伸びはマイナス３．５％となる見込みです。 

 次に保険料上昇抑制対策です。何も対策をしないと保険料は現行より６．１％も上昇しますが、県

の財政安定化基金９億円や広域連合の事業運営基金９億円など、合計１８億６，０００万円を活用し

まして、保険料として御負担いただく総額を減額いたしました。それにより、保険料の上昇幅を１．

６５％に抑えることができました。財政安定化基金の活用につきましては、県と合計１０回ほど協議

を行いました中で、三重県医務国保課の中尾課長様には格別の御高配を賜りましたこと、この場をお

借りして改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 次にその他の改正点です。国の保険料軽減措置の拡充策としまして、軽減対象者の所得基準額を算

出する際に、被保険者１人当たり２割軽減で４７万円から４８万円に、５割軽減で２６万円から２６

万５，０００円に変更されました。 

 ２頁をお願いします。保険料率は先ほどの数字です。下の表で保険料の計算方法を簡単に御説明い

たします。まず、平成２８年度と２９年度の２年間で必要になる事業費用を積算します。合計で４，

１５２億５，１５８万２，０００円です。内訳の医療給付費は、医療機関へ支払う診療報酬や被保険

者の自己負担額が一定額を超えた場合に支給する分などです。費用総額の中の約９８％を占める一番

大きな部分でございます。財政安定化基金拠出金は基金への積立金で、国と県、広域連合が同額を積

み立てます。保健事業費は被保険者全員を対象とする健康診査や７５歳、８０歳を対象とする歯科健

診にかかる費用です。審査支払手数料はレセプトの審査費用、葬祭費は被保険者の死亡時に葬祭執行

者へ支給する費用です。この費用総額に対し、国、県、市町、支払基金などから合計で３，７１６億

４，６７０万４，０００円の収入が見込まれます。  

 費用から収入及び先ほどの１８億６，０００万円を差し引きますと２年間であと４１７億４，４３

８万４，０００円の収入が必要となり、これを保険料として被保険者の皆様に御負担いただくことに

なります。 

 この額から保険料の賦課総額を計算し、２年間の被保険者数や所得見込額等から、被保険者の皆様

へ均等に賦課する均等割額と所得に応じて賦課する部分の所得割率を算出しましたのが一番上の保

険料率の数字になります。そして、保険料賦課総額を２年間の被保険者数で割り算をしましたのが一

番下の軽減措置をする前の１人当たり保険料額です。このような方法で２年ごとに保険料を算定させ

ていただいております。なお、被保険者の皆様の個々の保険料につきましては、７月頃に各市町より

御案内させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 

早川会長 

 ただいま事務局から説明のありました件について、御質問、御意見等がございましたら御発言をお

願いします。 

 

中尾委員 

 先ほどお話がありましたように、保険料の改正並びに財政安定化基金の取崩しについては、県と広

域連合さんとで協議させていただきまして、また法律に基づきまして、保険料改定につきましては、
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県知事の同意がいるということで作業を進めさせていただきます。先ほど事務局から御説明いただい

たように、県としては財政安定化基金の取崩しで保険料の上昇を抑制した上で保険料を改正するとい

うことで、先ほど１０回ほど協議とお話がありましたとおり、事務的に協議をさせていただきまして、

県としても財政安定化基金を取り崩した上での保険料額で広域連合の条例を改正するということに

ついて同意することになっておりますので、念のため申し添えさせていただきます。以上でございま

す。 

 

中桐委員 

 前回の会議のときに保険料が値上げとなる場合は、最小限の増額に留めていただきたいと御無理を

お願いしたところ、御助力いただきましたことについて、お礼を申し上げます。ひとつだけお聞きし

たいのですが、事業運営基金を利用するとのことですが、現在の基金の残高はいくらくらいあるので

しょうか。 

 

事務局 

 事業運営基金につきましては、現在４億円ほどしかありませんが、補正予算で約１０億円を積み立

てて、１４億、１５億円の金額にする予定です。そこから保険料抑制のために崩させていただく、こ

のような形になります。 

 

中桐委員 

 ありがとうございました。 

 

早川会長 

 他に何かございませんか。 

 ないようですので、この件につきましては以上で終了します。各委員からの意見が事業を推進して

いく上で生かされますようお願いします。 

 

【協議事項】 

（２）平成２８年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会について 

 

早川会長 

 続きまして、協議事項の「（２）平成２８年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会につ

いて」事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

 お手元の資料３をお願いいたします。前回の運営協議会でも申し上げましたとおり、三重県後期高

齢者医療広域連合では、２月と１１月に定例の議会を開催することになっておりまして、平成２８年

第１回広域連合議会定例会を、２月２６日金曜日１４時から、三重地方自治労働文化センター４階大

会議室において開催いたします。予定しております議案は１４件です。概略を申しますと、議案第１

号から第７号につきましては条例改正等で、議案第８号から第１１号が平成２７年度補正予算及び平

成２８年度当初予算でございます。議案第１２号、第１３号は協議についてで、議案第１４号は議会
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議員のうちから選任する監査委員の選任同意です。それでは、議案第１号から順に説明させていただ

きますが、お時間の関係上、概要のみの説明とさせていただきます。 

 ３頁をお願いします。議案第１号から４頁の第３号まで及び第５号は、行政不服審査法の全部改正

などに伴い、関係条例の制定、一部改正を行うものでございます。 

 同じく４頁の議案第４号「三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部の改

正について」は、先ほど説明いたしました保険料率の改定にかかる条文の改定でございます。 

 ５頁をお願いします。議案第６号及び第７号は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改

正する法律の平成２８年４月１日からの施行に伴い、所用の改正を行うものです。 

議案第８号から第１１号までの平成２７年度補正予算、平成２８年度当初予算につきましては、９

頁以降にございます予算の概要とあわせてご覧ください。 

 ５頁にお戻りください。議案第８号「平成２７年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第１号）」は、歳入歳出予算について補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ５９３万４，０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，

８７１万円とするものです。 

 資料９頁をお願いします。平成２７年度一般会計補正予算（第１号）の概要をご覧ください。はじ

めに下段の歳出から説明させていただきます。歳出の補正は、実績等による減額と、総務費の２段目

以降にございます時間外勤務手当の増額、人員構成及び給与改定等に伴う派遣職員人件費等負担金の

増額、財政調整基金へ前年度繰越金の２分の１を積み立てる積立金の増額などです。これに伴う財源

としての歳入の主な補正は上の段になりますが、先ほどの歳出にかかる補正財源として、分担金及び

負担金の増額として、市町負担金の増額及び前年度繰越金の確定に伴う増額です。ほとんどが人件費

ということになります。 

 資料６頁にお戻りください。議案第９号「平成２７年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）」は、２０億１，１１６万１，０００円の増額で、補正後の予算額

を歳入歳出それぞれ２，０２０億４，８３５万８，０００円とするものです。 

資料１０頁、１１頁をお願いします。平成２７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の

概要をご覧ください。はじめに１１頁の歳出です。総務費の増額は保険料上昇抑制資金として事業運

営基金に１０億１，３３８万２，０００円を積み立てますので、９億３，９００万円の増額です。２

段目の医療給付費は保険料計算の２７年度推計などから、療養給付費等の総額が３３億８，４００万

円の減額です。保健事業費は、１次補正で国のモデル事業となる名張市の訪問歯科健診費を３１６万

円ほど増額補正しましたが、今回は津市の栄養相談事業で７５万４，０００円を増額し、減額分と相

殺して２万５，０００円の増額です。その他支出は、国庫支出金等の過年度負担金の精算返還金など

が４４億６，０８２万５，０００円の増額です。 

 続いて１０頁の歳入の説明をさせていただきます。１段目の市町支出金は、事務費等負担金が３，

２５３万８，０００円の減額ですが、保険料や療養給付費負担金の増額により差し引き２６９万８，

０００円の増額です。次に、国庫支出金は療養給付費等の減額などで、１９億６，３９０万５，００

０円の減額です。県支出金は、療養給付費等の減額に加え財政安定化基金交付金を県との協議で８億

円としたことによる減額もあり、１０億８，４２９万８，０００円の減額です。支払基金交付金も実

績見込み等により３５億６，８４０万５，０００円の減額です。繰入金は、決算で剰余金が出たこと

で基金からの繰り入れが不要となったことなどから７，１４３万４，０００円の減額です。繰越金は、

前年度繰越金が８６億３，１７５万３，０００円です。その他、諸収入の第三者納付金の増額などで
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６，４７５万２，０００円の増額です。こちらについてはほとんどが医療給付費という構成になって

おります。 

 ６頁にお戻りください。議案第１０号「平成２８年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」

は、歳入歳出とも１億９，５１７万３，０００円です。１３頁をお願いします。こちらも、平成２８

年度一般会計当初予算の概要で説明させていただきます。一番下の行の右端をご覧ください。平成２

８年度一般会計は２，２３９万７，０００円の増額です。下の段の歳出から説明させていただきます。

歳出の主なものは、総務費の一般管理費のうち、時間外勤務手当が７７８万５，０００円、派遣職員

人件費等負担金が１億５，９２３万８，０００円で、人員の増、人員構成の変更に伴い対前年度１，

８７５万８，０００円の増となっております。また、ひとつ上の段ですが、地方公会計に対応するた

め財務会計システムの改修委託料３４８万９，０００円を計上しております。次にこれらの財源とな

る上の段の歳入ですが、歳入の主なものは市町負担金１億９，４５９万３，０００円で、派遣職員１

名増などにより対前年度２，２２１万７，０００円の増でございます。つまり、ほとんどが人件費で、

その財源が市町の負担金により賄うこととなります。 

 ７頁にお戻りください。議案第１１号「平成２８年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計予算」は、歳入歳出とも２，０３７億４，９９５万２，０００円です。１４頁、１５頁を

お願いします。歳入歳出とも、一番下の行の右端をご覧ください。歳入歳出とも前年度より、３７億

１，５９２万１，０００円の増額となります。それでは、歳出から先に説明させていただきます。主

なものについて、前年度との増減を中心にして御説明いたします。まず、総務費です。総務費はご覧

の内訳ですが、個人番号等の電算委託料の減額などがあり、７億６８１万２，０００円で、前年度比

２，８０３万４，０００円の減額です。医療給付費は保険料計算と同額の２，０１５億２，６７７万

７，０００円で、前年度比３６億１，１４６万円の増額です。保健事業費は１１億５，９８３万７，

０００円です。健康診査費は健康診査委託料を、健康診査４２％、歯科健康診査２０％の受診率見込

みで積算しております。また、国のモデル事業として津市、桑名市で実施する予定の専門職による相

談・訪問指導事業としての市町補助金の増などにより、前年度比１億２，２１３万７，０００円の増

額です。その他支出は２億７，２４３万１，０００円で、前年度比５３９万７，０００円の増額です。

１４頁をお願いします。市町支出金から支払基金交付金までは、保険料改定の計算額を基に負担率等

で計算し、基本的に増額となっております。一番上の市町支出金は３６３億９，６５２万５，０００

円で、前年度比１６億５，２１８万２，０００円の増額です。次の段の国庫支出金は６７７億８，０

７１万６，０００円で、前年度比１３億５，５５３万３，０００円の増額です。次の県支出金も基本

的に増額ですが、財政安定化基金の交付が次年度にないため、１６７億８，１２７万３，０００円で、

前年度比９億１，５４８万円の減額です。支払基金交付金は８１８億５，９１８万１，０００円で、

前年度比１１億６，５５５万６，０００円の増額です。繰入金は保険料上昇抑制に事業運営基金を充

てる分が６億８，６４５万５，０００円で、前年度比４億４，７４７万３，０００円の増額です。そ

の他は２億４，５０８万２，０００円で、前年度比１，０６５万７，０００円の増額です。以上が予

算関係の説明です。 

 ７頁にお戻りください。議案第１２号、第１３号は、玉城町、明和町で構成する菊狭間環境整備施

設組合が平成２８年３月３１日をもって解散することに伴い、三重県市町公平委員会から脱退するこ

とから、規約の変更等について関係地方公共団体と協議するため、議会の議決を求めるものです。 

 ８頁をお願いします。議案第１４号「監査委員の選任同意について」は、議会議員のうちから選任

する監査委員の選任同意です。 
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 以上が定例会の内容でございます。これで説明を終わらせていただきます。 

 

門野委員 

 うちでも保険料を実際に払っているのですが、このまま放っておいたらどうなるかということです。

それが一番皆さん心配しているのですが、これから先、もちろん、国の方針で予算を細かく検討して

みえてすばらしい数字だと思うのですが、住民の皆さんにはさっぱり上がるのか下がるのかもう少し

わかりやすく御説明していただければありがたいと思います。御努力はよくわかるのですが、予算も

だんだん減ってきたら大変なことになると思うのです。我々もお役所の皆さんに任せっぱなしで申し

訳ないのですが、結果しかわからないわけです。うちの大台町は広報等で毎年細かく説明はしていた

だいているのですが、一般の人は数字を見てもわからないと思うのです。毎年いくらくらい増えてい

る。これは何年くらい続くのか。あと１０年過ぎたらだんだん人口が減ってくるので辛抱したらよい

とか、ここら辺の報告もしていただきたいと思います。 

 

事務局 

 現在どのように増えていっているのかということは、後ほどの資料４で、保険事業の現況というこ

とで御説明させていただきます。ただ、今後どのようになるのかということは読みにくいところがご

ざいます。医療費等は年々被保険者が増えていっていることに対して医療費等は伸びる傾向にござい

ます。これが団塊の世代が入ってきますと、これは三重県レベルではなく、日本レベルでどのように

考えていくかということになってくるかと思います。そこのところは、いろいろな協議会が国のほう

で行われておりますので、そちらの動向を見据えながら、この制度を日本としてどのように動かして

いくか、特に高齢者の方が爆発的に増える団塊の世代が７５歳になる歳がきましたら、この制度その

ものをどのようにしていくかということを日本全体で考えていく必要があると考えております。 

 

早川会長 

 他に何かございませんか。 

 ないようですので、この件につきましては以上で終了します。各委員からの意見が事業を推進して

いく上で生かされますようお願いします。 

 

【報告事項】 

（１）三重県後期高齢者医療制度 保険事業の現況について 

 

早川会長  

 続きまして、報告事項の「（１）三重県後期高齢者医療制度 保険事業の現況について」事務局に

説明を求めます。 

  

事務局 

 平成２７年度の保険事業の現況について簡単に御説明いたします。１１月末日を基準とした３か年

の実績推移ですが、一部、１月分の情報も含まれています。まず資料４の１頁をご覧ください。平成

２７年度は被保険者数及び脱退者数は前年より増加しています。加入者数は２１．７％と大きく増え

ています。これは日中戦争により低下していた出生率が回復したことが考えられます。国では今後の
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被保険者数の伸びを、平成２７年度は対前年度比２．７％増、平成２８年度は同じく３．５％増と見

込んでいます。次に３頁で表３の平成２７年１１月末現在での１人当たり保険料は、前年度よりも減

額となりました。次に４頁、表４で、平成２７年１１月末時点での現年度分及び滞納繰越分保険料の

収納率は、前年度よりも増加しました。次に５頁、表５で、各年度の１人当たり医療費等支払額は年々

増加しています。次に６頁、表６で、健康診査の受診率は１１月請求で比較しまして年々増加してい

ます。表７の歯科健康診査は７５歳と８０歳の方に限って実施しておりますが、こちらも受診率は増

加しており、こちらは１月限りの請求ですので、今後訂正等がなければ最終の結果となります。次の

７頁以降には市町別の状況を掲載しております。以上、簡単ですが御説明を終わります。 

 

早川会長 

 ただいま事務局から説明のありました件について、御質問、御意見等がございましたら御発言をお

願いします。 

 

（質疑・意見なし） 

 

早川会長 

 ないようですので、この件につきましては以上で終了します。 

 

【報告事項】 

（２）ジェネリック医薬品差額通知について 

 

早川会長 

 続きまして、報告事項の「（２）ジェネリック医薬品差額通知について」事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

 資料５の１頁をご覧ください。前回御説明いたしましたジェネリック医薬品差額通知ですが、年間

２回の御案内をさせていただいております。前回御案内いたしました折に、開業医の方から要望をい

ただきまして、「通知ハガキに副作用の説明を追加して欲しい」とのことでございました。それで医

師会様に御相談させていただき、枠で囲みましたように「添加剤などが異なるため、効果・副作用に

差異が生じることがあります。」という内容の注意書きを追加させていただくことになりましたので、

委員の皆様に事前に御報告申し上げます。実際の案内文は囲み線はございませんのでよろしくお願い

いたします。本年度２回目の御案内は今月末に発送を予定しておりますが、それには間に合いません

ので、新年度８月に発送する分から対応させていただきたいと考えております。以上、よろしくお願

いいたします。 

 

早川会長 

 ただいま事務局から説明のありました件について、御質問、御意見等がございましたら御発言をお

願いします。 

 

渡邉委員 
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 追加予定文のところですが、「ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬品）と有効成分は同一であ

っても、剤型・添加物等は様々なため、効果・副作用に差異が生じることがあります。」という文書

になっておりますが、正式には添加剤という言い方が本当ですが、添加物が異なっても効能には差異

が出ないように一応なっているわけで、要するに添加剤というのは先発にも後発にも含まれているの

ですが、添加剤が異なるというよりも組み合わせの仕方がかわるというふうに考えていただいたらい

いのかなと思います。医薬品の添加剤は１，１００種類くらいあるのですが、すべて安全性とか主薬、

有効成分に対する影響はないということで確認されたものを先発も後発も使っておりまして、添加剤

として効能・副作用の差は生じることはないはずなのですが、ただ添加剤の違いによってはアレルギ

ーが出る可能性はあるかもしれない。先発も含めてあるのですが、もし効果等で差異が生じるとなり

ますと、製剤上、薬の作り方によって若干異なるものですから、そちらのほうの影響のほうが大きい

のかなと我々は考えています。ですから、添加剤が異なるためにという部分は少し違和感を覚えると

ころなのですが、すでにこのように決まっているのでしたら仕方ないのかなと思います。 

 

事務局 

 先ほどの話の中で説明させてもらいましたとおり、開業医の先生のほうから副作用の関係について

注意文を入れていただきたいということがございましたので、この文を追加させていただいておりま

す。 

 

渡邉委員 

 わかりました。確かにどうしてもジェネリックの中に非常に問題があるものということは十分理解

しております。副作用の差異があるというか、アレルギーが生じる可能性はもちろんあります。あり

ますが効果については基本的には、細かく言いますと絶対値は同じはずなのです。ただし、効くまで

の時間の差がございますから、この点に関しまして特に処方医の先生方は、非常に細かくお薬のさじ

加減をされますから、調整しにくいということでジェネリックをなるべく使わないということがある

というのは存じております。副作用に差異があるというのは私には若干違和感があります。以上です。

このようにすでに決まっているのであれば構いません。 

 

中村委員 

 渡邉先生が言われたように内容的に直せるのか、直す時間があるのですか。 

 

事務局 

 来年度８月に発送する分でございますので修正は可能だと思っております。この文書に決めさせて

いただいたのは、名前を出して恐縮なのですが、実は静岡県磐田市さんでまったく同じ文章がインタ

ーネットで公開されておりまして、非常にこちらとしてはいい説明かと思いましたのでこれを使わせ

ていただきました。まだ時間はございますので、文書につきましては検討したいと考えております。 

 

志田委員 

 今、渡邉委員が言われたように、三重県で出すわけですからぜひ修正が可能なのであれば、やはり

薬剤師会さんの御意見を聞いていただいて修正が必要であるならば修正いただくという方向でいい

のではないでしょうか。何も磐田市さんの真似をする必要はありませんので、この辺を検討ください。 
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中村委員 

 これは、はっきり言って、一般の方に説明するのは難しいのではないですか。 

 

渡邉委員 

 難しいです。 

 

中村委員 

 専門的なお話を案外すんなり受けていただくような話にしないと、なかなか理解されないのかと。 

 

早川会長 

 他に何かございませんか。 

  ないようですので、この件につきましては以上で終了します。 

 

【その他】 

 

早川会長 

 次に、「その他」でございますが、事務局または委員の方で、何かございましたらお願いします。 

 ないようですので、以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 


